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○
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開
発
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合
の
理
事
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の
住
所
の
変
更
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
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都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）…
二二

規

則

東
京
都
職
員
の
退
職
管
理
の
運
営
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
十
二
号

東
京
都
職
員
の
退
職
管
理
の
運
営
等
に
関
す
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
職
員
の
退
職
管
理
の
運
営
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十

八
年
東
京
都
規
則
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中
「
公
益
財
団
法
人
東
京
し
ご
と
財
団
」
を
「
公
益
財
団
法

公
益
財
団
法

人
東
京
し
ご
と
財
団

人
東
京
市
町
村
自
治
調
査
会
」
に
、
「
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
」

を
「
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
五
十
八
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
国
土
調
査
（
地
籍
調
査
）
と
し

て
指
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

国
土
調
査
指
定
年
月
日

令
和
八
年
二
月
十
六
日

二

調
査
を
行
う
者
の
名
称

足
立
区

三

調
査
地
域

足
立
区
神
明
二
丁
目
の
一
部

四

調
査
期
間

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
五
十
九
号

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
二
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十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
弁
護
士
国
民
健
康
保
険
組

合
規
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て
認
可
し
た
の
で
、
国
民
健
康
保
険
法

施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
第
七
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

変
更
事
項

組
合
の
地
区
に
係
る
事
項

二

変
更
内
容

組
合
の
地
区
に
北
海
道
檜
山
郡
厚
沢
部
町
を
加
え
る
。

三

規
約
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
八
年
二
月
十
七
日

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
六
十
号

東
京
都
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
東
京
都

条
例
第
六
十
七
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
指
定

薬
物
の
指
定
が
次
の
と
お
り
効
力
を
失
う
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

失
効
す
る
知
事
指
定
薬
物
の
名
称

別
表
の
と
お
り

二

失
効
の
理
由

当
該
知
事
指
定
薬
物
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有

効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
五
項
に

規
定
す
る
指
定
薬
物
及
び
同
法
第
七
十
六
条
の
四
に
規
定
す
る
医

療
等
の
用
途
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
八

年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
号
）
の
施
行
に
よ
り
、
医
薬
品
、
医
療

機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
十
五
項
に
規

定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
薬
物
に
指
定
さ
れ
る
た
め

三

失
効
年
月
日

令
和
八
年
三
月
十
四
日

四

罰
則
の
適
用

こ
の
指
定
の
失
効
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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◉
東
京
都
告
示
第
二
百
六
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
十
三
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
三
日東京

都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

府
中
調
布

二

変
更
の
区
間

府
中
市
八
幡
町
一
丁
目
十
五
番
三
地
先
か
ら
同

市
八
幡
町
三
丁
目
十
七
番
十
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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◉
東
京
都
告
示
第
二
百
六
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
十
三
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
三
日東京

都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

府
中
清
瀬

二

変
更
の
区
間

小
平
市
回
田
町
二
百
八
十
七
番
二
地
先
か
ら
同

市
御
幸
町
三
百
五
十
四
番
一
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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◉
東
京
都
告
示
第
二
百
六
十
三
号

河
川
区
域
の
変
更
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法

施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
令
和
八
年
三
月
十
三
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
河
川
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
三
日東京

都
知
事

小

池

百
合
子

一

河
川
の
名
称

多
摩
川
水
系
一
級
河
川
三
沢
川

二

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

令
和
八
年
三
月
十
三
日

三

廃
川
敷
地
等
の
位
置

稲
城
市
大
字
百
村
字
十
一
号
千
七
十
二
番
四
地
先
か
ら
同
所
千

六
百
三
十
三
番
九
地
先
ま
で

四

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量

別
図
表
示
の
と
お
り
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規

則
（
教
）

教
職
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す

る
。

令
和
八
年
三
月
十
三
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

教
職
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

教
職
調
整
額
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
東
京
都
教
育
委
員

会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
号
中
「
第
七
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
七
条
第
一

項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

指
導
力
不
足
等
教
員
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
三
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

指
導
力
不
足
等
教
員
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

指
導
力
不
足
等
教
員
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
四
年
東

京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
係
る
」
の
下
に
「
主
務
教
諭
、
」
を
加
え
、

同
条
第
三
項
中
「
教
員
と
は
」
の
下
に
「
、
教
員
（
主
務
教
諭
を
除

く
。
）
の
う
ち
」
を
加
え
る
。

第
六
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

申
請
者
は
、
分
限
休
職
、
育
児
休
業
、
妊
娠
出
産
休
暇
、
病
気

休
暇
等
の
事
由
に
よ
り
、
指
導
が
不
適
切
で
あ
る
教
員
に
対
し
て

指
導
改
善
研
修
を
十
分
に
実
施
で
き
な
い
場
合
、
第
三
条
の
規
定

に
準
じ
て
指
導
改
善
研
修
の
中
止
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
条
第
一
項
第
二
号
を
削
り
、
同
項
中
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、

同
条
第
六
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
の
」

を
「
第
一
項
及
び
第
二
項
の
」
に
、
「
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
一

項
第
二
号
及
び
第
二
項
第
二
号
」
に
、
「
審
査
対
象
者
」
を
「
審
査

対
象
者
等
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中

「
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
項
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
五

項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
項
」
を

加
え
、
「
申
請
者
及
び
審
査
対
象
者
」
を
「
申
請
者
並
び
に
審
査
対

象
者
及
び
中
止
対
象
者
（
以
下
「
審
査
対
象
者
等
」
と
い
う
。
）
」

に
、
「
審
査
対
象
者
」
を
「
審
査
対
象
者
等
」
に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。

２

教
育
委
員
会
は
、
前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
申
請
に
係
る
指
導

が
不
適
切
で
あ
る
教
員
（
以
下
「
中
止
対
象
者
」
と
い
う
。
）
に

つ
い
て
、
指
導
の
改
善
の
程
度
に
関
す
る
認
定
を
行
っ
た
上
で
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
決
定
を
行
う
。

一

中
止
後
、
改
め
て
指
導
改
善
研
修
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、

改
善
が
見
込
ま
れ
る
と
認
定
す
る
こ
と
。

二

研
修
等
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
と
し
て
も
な
お
児
童
等

に
対
す
る
指
導
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
定
す
る

こ
と
。

第
八
条
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
前
条
第
一
項
第

二
号
及
び
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
項
」

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

則
（
人
）

公
益
的
法
人
等
へ
の
東
京
都
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
三
日

東
京
都
人
事
委
員
会

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号

公
益
的
法
人
等
へ
の
東
京
都
職
員
の
派
遣
等
に
関
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

公
益
的
法
人
等
へ
の
東
京
都
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
（
平

成
十
四
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
「
公
益
財
団
法
人
東
京
し
ご
と
財
団
」
を
「
公
益
財

公
益
財

団
法
人
東
京
し
ご
と
財
団

団
法
人
東
京
市
町
村
自
治
調
査
会
」
に
、
「
地
方
公
共
団
体
金
融
機

構
」
を
「
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
公
布
す
る
。
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令
和
八
年
三
月
十
三
日

東
京
都
人
事
委
員
会

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号

東
京
都
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

東
京
都
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
東
京

都
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
「
公
益
財
団
法
人
東
京
し
ご
と
財
団
」
を
「
公
益
財

公
益
財

団
法
人
東
京
し
ご
と
財
団

団
法
人
東
京
市
町
村
自
治
調
査
会
」
に
、
「
地
方
公
共
団
体
金
融
機

構
」
を
「
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
９１号

技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
６
年
国
家
公
安
委
員

会
規
則
第
３
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
の
規
定
に
基

づ
き
技
能
検
定
員
審
査
を
実
施
す
る
の
で
、
規
則
第
２
条
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
８
年
３
月
１３日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
審
査
の
種
類

⑴
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
技
能
検
定
員
審
査

⑵
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
技
能
検
定
員
審
査

⑶
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
技
能
検
定
員
審
査

２
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
資
格

次
に
掲
げ
る
技
能
検
定
員
審
査
の
種
類
に
応
じ
た
書
類
を
提
示

で
き
る
者

⑴
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
技
能
検
定
員
審
査

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
に
係
る
運
転
免
許
証
（
以
下
「
免

許
証
」
と
い
う
。
）
又
は
当
該
免
許
に
係
る
特
定
免
許
情
報
が

記
録
さ
れ
た
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
及
び
技
能
検
定

員
資
格
者
証
（
大
型
）

⑵
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
技
能
検
定
員
審
査

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
若
し
く
は
中
型
自
動
車
第
二
種
免

許
に
係
る
免
許
証
又
は
当
該
免
許
に
係
る
特
定
免
許
情
報
が
記

録
さ
れ
た
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
及
び
技
能
検
定
員

資
格
者
証
（
中
型
）
又
は
道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正

す
る
政
令
（
平
成
１７年

政
令
第
１８３号

）
附
則
第
４
条
第
１
項

の
規
定
に
よ
り
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
資
格
者

証
と
み
な
さ
れ
る
技
能
検
定
員
資
格
者
証
（
大
型
）

⑶
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
技
能
検
定
員
審
査

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
、
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
若
し

く
は
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
に
係
る
免
許
証
又
は
当
該
免
許

に
係
る
特
定
免
許
情
報
が
記
録
さ
れ
た
免
許
情
報
記
録
個
人
番

号
カ
ー
ド
及
び
技
能
検
定
員
資
格
者
証
（
普
通
）

３
審
査
項
目
及
び
審
査
細
目

⑴
技
能
検
定
に
関
す
る
技
能

ア
技
能
検
定
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能

イ
自
動
車
の
運
転
技
能
に
関
す
る
観
察
及
び
採
点
の
技
能

⑵
技
能
検
定
に
関
す
る
知
識

ア
道
路
運
送
法
（
昭
和
２６年

法
律
第
１８３号

）
第
２
条
第
３

項
に
規
定
す
る
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
及
び
自
動
車
運
転
代

行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１３年

法
律
第

５７号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
自
動
車
運
転
代
行
業
に

関
す
る
法
令
に
つ
い
て
の
知
識

イ
自
動
車
の
運
転
技
能
の
評
価
方
法
に
関
す
る
知
識

４
審
査
細
目
の
免
除

規
則
第
１７条

第
１
項
各
号
又
は
第
３
項
各
号
の
い
ず
れ
か
の
規

定
に
該
当
す
る
者

５
審
査
の
日
時
及
び
場
所

⑴
日
時

令
和
８
年
４
月
１５日

（
水
曜
日
）

時
間
に
つ
い
て
は
申
請
書
提
出
時
に
指
定
す
る
。

⑵
場
所

警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課
（
品
川
区
東
大
井
一

丁
目
１２番

５
号
）

６
申
請
手
続

⑴
申
請
書
類

ア
申
請
書
（
規
則
別
記
様
式
第
１
号
の
審
査
申
請
書
と
す

る
。
）

イ
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
３.０セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
２.４セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）

ウ
審
査
細
目
が
免
除
さ
れ
る
者
は
、
こ
れ
を
証
明
す
る
書
面

⑵
受
付
日
時

令
和
８
年
３
月
２６日

（
木
曜
日
）
及
び
同
月
２７日

（
金
曜

日
）
の
午
前
９
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
ま
で

⑶
受
付
場
所
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警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課

⑷
申
請
に
関
す
る
注
意
事
項

ア
申
請
書
は
、
警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課
に
お

い
て
、
令
和
８
年
３
月
１６日

（
月
曜
日
）
か
ら
配
布
す
る
。

た
だ
し
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
並
び
に
東
京
都
の
休
日
に
関

す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
１０号

）
第
１
条
第
１

項
に
掲
げ
る
休
日
を
除
く
。

イ
写
真
は
、
申
請
書
に
貼
り
付
け
る
こ
と
。

ウ
提
出
書
類
は
、
本
人
が
直
接
持
参
す
る
こ
と
。

エ
免
許
証
又
は
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
及
び
技
能

検
定
員
資
格
者
証
を
提
示
す
る
こ
と
。

７
審
査
手
数
料

２２,２００円
。
た
だ
し
、
審
査
細
目
を
免
除
さ
れ
る
者
は
、
警
視

庁
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
１２年

東
京
都
条
例
第
９９号

）
別
表
第

２
１
の
項
備
考
２
に
規
定
す
る
額
を
減
額
す
る
。

８
携
行
品

⑴
免
許
証
又
は
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド

⑵
筆
記
用
具
（
黒
色
又
は
青
色
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
）

９
合
格
証
明
書
の
交
付

合
格
者
に
は
、
規
則
別
記
様
式
第
２
号
の
技
能
検
定
員
審
査
合

格
証
明
書
を
交
付
す
る
。

１０
問
合
せ
先

警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
７２５１―５２７６

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
９２号

技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
６
年
国
家
公
安
委
員

会
規
則
第
３
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１０条

第
１
項
の
規

定
に
基
づ
き
教
習
指
導
員
審
査
を
実
施
す
る
の
で
、
同
条
第
２
項
に

お
い
て
準
用
す
る
規
則
第
２
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
８
年
３
月
１３日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
審
査
の
種
類

⑴
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
教
習
指
導
員
審
査

⑵
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
教
習
指
導
員
審
査

⑶
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
教
習
指
導
員
審
査

２
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
資
格

次
に
掲
げ
る
教
習
指
導
員
審
査
の
種
類
に
応
じ
た
書
類
を
提
示

で
き
る
者

⑴
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
教
習
指
導
員
審
査

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
に
係
る
運
転
免
許
証
（
以
下
「
免

許
証
」
と
い
う
。
）
又
は
当
該
免
許
に
係
る
特
定
免
許
情
報
が

記
録
さ
れ
た
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
及
び
教
習
指
導

員
資
格
者
証
（
大
型
）

⑵
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
教
習
指
導
員
審
査

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
若
し
く
は
中
型
自
動
車
第
二
種
免

許
に
係
る
免
許
証
又
は
当
該
免
許
に
係
る
特
定
免
許
情
報
が
記

録
さ
れ
た
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
及
び
教
習
指
導
員

資
格
者
証
（
中
型
）
又
は
道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正

す
る
政
令
（
平
成
１７年

政
令
第
１８３号

）
附
則
第
４
条
第
１
項

の
規
定
に
よ
り
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
資
格
者

証
と
み
な
さ
れ
る
教
習
指
導
員
資
格
者
証
（
大
型
）

⑶
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
教
習
指
導
員
審
査

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
、
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
若
し

く
は
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
に
係
る
免
許
証
又
は
当
該
免
許

に
係
る
特
定
免
許
情
報
が
記
録
さ
れ
た
免
許
情
報
記
録
個
人
番

号
カ
ー
ド
及
び
教
習
指
導
員
資
格
者
証
（
普
通
）

３
審
査
項
目
及
び
審
査
細
目

⑴
教
習
に
関
す
る
技
能

ア
教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能

イ
技
能
教
習
（
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
技
能
の
教
習
を
い

う
。
）
に
必
要
な
教
習
の
技
能

⑵
教
習
に
関
す
る
知
識

道
路
運
送
法
（
昭
和
２６年

法
律
第
１８３号

）
第
２
条
第
３
項

に
規
定
す
る
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
及
び
自
動
車
運
転
代
行
業

の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１３年

法
律
第
５７号

）

第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
自
動
車
運
転
代
行
業
に
関
す
る
法

令
に
つ
い
て
の
知
識

４
審
査
細
目
の
免
除

規
則
第
１７条

第
１
項
各
号
又
は
第
５
項
各
号
の
い
ず
れ
か
の
規

定
に
該
当
す
る
者

５
審
査
の
日
時
及
び
場
所

⑴
日
時

令
和
８
年
４
月
１５日

（
水
曜
日
）

時
間
に
つ
い
て
は
申
請
書
提
出
時
に
指
定
す
る
。

⑵
場
所

警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課
（
品
川
区
東
大
井
一

丁
目
１２番

５
号
）

６
申
請
手
続

⑴
申
請
書
類

ア
申
請
書
（
規
則
別
記
様
式
第
１
号
の
審
査
申
請
書
と
す
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る
。
）

イ
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
３.０セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
２.４セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）

ウ
審
査
細
目
が
免
除
さ
れ
る
者
は
、
こ
れ
を
証
明
す
る
書
面

⑵
受
付
日
時

令
和
８
年
３
月
２６日

（
木
曜
日
）
及
び
同
月
２７日

（
金
曜

日
）
の
午
前
９
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
ま
で

⑶
受
付
場
所

警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課

⑷
申
請
に
関
す
る
注
意
事
項

ア
申
請
書
は
、
警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課
に
お

い
て
、
令
和
８
年
３
月
１６日

（
月
曜
日
）
か
ら
配
布
す
る
。

た
だ
し
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
並
び
に
東
京
都
の
休
日
に
関

す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
１０号

）
第
１
条
第
１

項
に
掲
げ
る
休
日
を
除
く
。

イ
写
真
は
、
申
請
書
に
貼
り
付
け
る
こ
と
。

ウ
提
出
書
類
は
、
本
人
が
直
接
持
参
す
る
こ
と
。

エ
免
許
証
又
は
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
及
び
教
習

指
導
員
資
格
者
証
を
提
示
す
る
こ
と
。

７
審
査
手
数
料

１２,８５０円
。
た
だ
し
、
審
査
細
目
を
免
除
さ
れ
る
者
は
、
警
視

庁
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
１２年

東
京
都
条
例
第
９９号

）
別
表
第

２
１
の
項
備
考
３
に
規
定
す
る
額
を
減
額
す
る
。

８
携
行
品

⑴
免
許
証
又
は
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド

⑵
筆
記
用
具
（
黒
色
又
は
青
色
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
）

９
合
格
証
明
書
の
交
付

合
格
者
に
は
、
規
則
別
記
様
式
第
８
号
の
教
習
指
導
員
審
査
合

格
証
明
書
を
交
付
す
る
。

１０
問
合
せ
先

警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
７２５１―５２７６

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
９３号

警
備
業
法
（
昭
和
４７
年
法
律
第
１１７
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
２２条

第
２
項
第
１
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
警
備
員
指
導
教

育
責
任
者
講
習
を
実
施
す
る
の
で
、
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び

機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
５８年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
２

条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
８
年
３
月
１３日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
講
習
の
実
施
期
間
及
び
時
間

令
和
８
年
５
月
２０日

（
水
曜
日
）
か
ら
同
月
２２日

（
金
曜
日
）

ま
で
の
３
日
間

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

２
講
習
の
実
施
場
所

台
東
区
東
上
野
一
丁
目
１
番
１２号

栗
橋
ビ
ル

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会
研
修
室

３
講
習
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分

法
第
２
条
第
１
項
第
２
号
で
定
め
る
警
備
業
務
（
人
若
し
く
は

車
両
の
雑
踏
す
る
場
所
又
は
こ
れ
ら
の
通
行
に
危
険
の
あ
る
場
所

に
お
け
る
負
傷
等
の
事
故
の
発
生
を
警
戒
し
、
防
止
す
る
業
務
を

い
う
。
以
下
「
２
号
警
備
業
務
」
と
い
う
。
）

４
講
習
予
定
人
員

８０名

５
受
講
対
象
者

法
第
２
条
第
１
項
に
定
め
る
警
備
業
務
の
う
ち
、
２
号
警
備
業

務
以
外
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
法
第
２２条

第
２
項
に
規
定
す

る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
（
以
下
「
警
備
員
指
導
教

育
責
任
者
資
格
者
証
」
と
い
う
。
）
又
は
規
則
第
７
条
第
１
項
に

規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
（
以
下

「
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の

交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の

⑴
最
近
５
年
間
に
２
号
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し

て
３
年
以
上
で
あ
る
者

⑵
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１７年

国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
２０号

。
以
下
「
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
４

条
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
２
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に

限
る
。
以
下
「
１
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
係
る
法
第
２３条

第

４
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「
合
格
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の

交
付
を
受
け
て
い
る
者

⑶
検
定
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
２
号
警
備
業

務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
２
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に

係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、

当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上

２
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

⑷
東
京
都
公
安
委
員
会
が
前
⑴
、
⑵
又
は
⑶
に
掲
げ
る
者
と
同

等
以
上
の
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
と
認
め
る
次
の
者

ア
検
定
規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
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等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
６１年

国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
５
号
。
以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
第

２
項
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
２
号
警
備
業
務
に
係
る
も

の
に
限
る
。
以
下
「
旧
１
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し

た
者

イ
旧
検
定
規
則
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定

（
２
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧
２
級
検

定
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検

定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
２
号
警
備
業
務
に

従
事
し
て
い
る
も
の

６
受
講
申
出
の
要
領

受
講
申
込
み
に
先
立
っ
て
、
受
講
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。

な
お
、
受
講
申
出
は
、
電
話
受
付
の
み
と
し
、
先
着
順
に
よ
り

確
定
す
る
。

⑴
受
講
申
出
の
受
付
期
日

令
和
８
年
４
月
１４日

（
火
曜
日
）
及
び
同
月
１５日

（
水
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

⑵
受
付
専
用
電
話

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

電
話

０３（
３８３７）

２１６０

⑶
受
講
対
象
者
の
確
定
方
法

受
講
対
象
者
の
う
ち
７０名

は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
優
先
す
る
。

ア
現
に
東
京
都
内
に
居
住
す
る
者

イ
現
に
東
京
都
内
に
所
在
す
る
警
備
業
営
業
所
に
属
す
る
者

７
申
込
手
続

⑴
受
付
期
間

電
話
受
付
予
約
終
了
後
か
ら
令
和
８
年
４
月
３０日

（
木
曜

日
）
ま
で
の
間
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
２３年

法
律
第
１７８号

）
に
規
定
す
る
休
日
を
除

く
。
）

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

⑵
受
付
場
所

台
東
区
東
上
野
一
丁
目
１
番
１２号

栗
橋
ビ
ル

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

⑶
申
込
書
類

ア
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書
１
通

イ
２
号
警
備
業
務
以
外
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
員

指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
の
写
し
又
は
警
備
員
指
導
教
育

責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
の
写
し
１
通

ウ
前
記
５
の
受
講
対
象
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次

の
書
面
各
１
通

ア
前
記
５
の
⑴
に
該
当
す
る
者
は
、
２
号
警
備
業
務
に
従

事
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
者
が
作
成
す
る
書

面
（
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い
う
。
）
及
び

履
歴
書

た
だ
し
、
警
備
業
者
が
既
に
廃
業
し
て
い
る
な
ど
、
警

備
業
務
従
事
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

事
情
を
疎
明
し
た
上
で
、
前
記
５
の
⑴
に
掲
げ
る
者
に
該

当
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
を
警
備
業
務
従
事
証
明
書

に
代
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

イ
前
記
５
の
⑵
に
該
当
す
る
者
は
、
１
級
検
定
に
係
る
合

格
証
明
書
の
写
し

ウ
前
記
５
の
⑶
に
該
当
す
る
者
は
、
２
級
検
定
に
係
る
合

格
証
明
書
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

た
だ
し
、
警
備
業
者
が
既
に
廃
業
し
て
い
る
な
ど
、
警

備
業
務
従
事
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

事
情
を
疎
明
し
た
上
で
、
前
記
５
の
⑶
に
掲
げ
る
者
に
該

当
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
及
び
履
歴
書
を
警
備
業
務

従
事
証
明
書
に
代
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

エ
前
記
５
の
⑷
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
旧
１
級
検
定
の

合
格
証
の
写
し

オ
前
記
５
の
⑷
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
旧
２
級
検
定
の

合
格
証
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

た
だ
し
、
警
備
業
者
が
既
に
廃
業
し
て
い
る
な
ど
、
警

備
業
務
従
事
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

事
情
を
疎
明
し
た
上
で
、
前
記
５
の
⑷
の
イ
に
掲
げ
る
者

に
該
当
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
及
び
履
歴
書
を
警
備

業
務
従
事
証
明
書
に
代
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

エ
前
６
の
⑶
の
ア
又
は
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に

該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書
面
各
１
通

ア
前
６
の
⑶
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
本
籍
又
は
国
籍
等

の
記
載
の
あ
る
住
民
票
の
写
し

イ
前
６
の
⑶
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
本
籍
又
は
国
籍
等

の
記
載
の
あ
る
住
民
票
の
写
し
及
び
現
に
属
す
る
営
業
所

の
所
在
地
を
疎
明
す
る
営
業
所
所
属
証
明
書

た
だ
し
、
前
６
の
⑶
の
ア
及
び
イ
に
該
当
す
る
者
は
、

い
ず
れ
か
の
疎
明
す
る
書
面
を
要
し
な
い
。

８
受
講
料
納
入
手
続

⑴
受
講
料
納
入
の
受
付
期
間

令
和
８
年
５
月
１２日

（
火
曜
日
）
及
び
同
月
１３日

（
水
曜
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日
）
の
２
日
間

午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
場
所

台
東
区
東
上
野
一
丁
目
１
番
１２号

栗
橋
ビ
ル

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

⑶
受
講
手
数
料

１４,０００円

９
問
合
せ
先

⑴
一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

電
話

０３（
５８１８）

６０７０

⑵
警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
３０３１２

規

程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
三
号

東
京
都
電
車
、
乗
合
自
動
車
、
地
下
高
速
電
車
及
び
日
暮
里
・
舎

人
ラ
イ
ナ
ー
と
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
鉄
道
線
等
と
の
連
絡
運

輸
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
十
三
日

東
京
都
交
通
局
長

堀

越

弥
栄
子

東
京
都
電
車
、
乗
合
自
動
車
、
地
下
高
速
電
車
及
び

日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
と
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式

会
社
鉄
道
線
等
と
の
連
絡
運
輸
に
関
す
る
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
電
車
、
乗
合
自
動
車
、
地
下
高
速
電
車
及
び
日
暮
里
・
舎

人
ラ
イ
ナ
ー
と
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
鉄
道
線
等
と
の
連
絡
運

輸
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
六
十
三
年
交
通
局
規
程
第
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
表
中
「
千
六
百
円
」
を
「
千
七
百
二
十

円
」
に
、
「
八
百
円
」
を
「
八
百
六
十
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

の
表
中
「
千
六
百
円
」
を
「
千
七
百
二
十
円
」
に
、
「
八
百
円
」
を

「
八
百
六
十
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
三
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
の
施
行
前
に
発
売
し
た
東
京
フ
リ
ー
き
っ
ぷ
で
、
こ

の
規
程
の
施
行
の
際
現
に
効
力
を
有
す
る
も
の
は
、
こ
の
規
程
に

よ
る
改
正
前
の
東
京
都
電
車
、
乗
合
自
動
車
、
地
下
高
速
電
車
及

び
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
と
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
鉄
道

線
等
と
の
連
絡
運
輸
に
関
す
る
規
程
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
表

及
び
同
項
第
二
号
の
表
に
規
定
す
る
有
効
日
に
限
り
、
な
お
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
東
京
都
電
車
、
乗
合
自
動
車
、

地
下
高
速
電
車
及
び
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
と
東
日
本
旅
客
鉄

道
株
式
会
社
鉄
道
線
等
と
の
連
絡
運
輸
に
関
す
る
規
程
第
四
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
旅
客
が
有
効
日
を
指
定
し
た
一
日
に

変
更
し
た
場
合
は
、
当
該
指
定
し
た
日
に
限
り
、
な
お
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
四
号

東
京
都
地
下
高
速
電
車
連
絡
運
輸
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
十
三
日

東
京
都
交
通
局
長

堀

越

弥
栄
子

東
京
都
地
下
高
速
電
車
連
絡
運
輸
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程

東
京
都
地
下
高
速
電
車
連
絡
運
輸
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
交
通
局

規
程
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
九
の
表
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
様
式
常
備
片
道
乗
車
券
の
部
第
五
種
西
武
連
絡
金
額
式
乗
車

券
類
発
売
機
用
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
種

削
除

別
記
様
式
常
備
片
道
乗
車
券
の
部
第
七
種
連
絡
特
殊
割
引
片
道
普

通
乗
車
券
類
発
売
機
用
の
項
㈦
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

㈦

削
除

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
三
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
の
施
行
前
に
発
売
し
た
往
復
普
通
乗
車
券
及
び
団
体

乗
車
券
で
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
際
現
に
効
力
を
有
す
る
も
の
は
、

そ
の
有
効
期
間
中
な
お
引
き
続
き
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
五
号

東
京
都
地
下
高
速
電
車
と
東
京
地
下
鉄
株
式
会
社
線
等
と
の
一
日

乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
十
三
日

東
京
都
交
通
局
長

堀

越

弥
栄
子

東
京
都
地
下
高
速
電
車
と
東
京
地
下
鉄
株
式
会
社
線

等
と
の
一
日
乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
地
下
高
速
電
車
と
東
京
地
下
鉄
株
式
会
社
線
等
と
の
一
日

乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
六
年
交
通
局
規
程
第

四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ウ

第
十
六
条
第
二
項
に
掲
げ
る
乗
車
券
情
報

発
売
日
か
ら

九
十
日
以
内
の
任
意
の
一
日

第
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
九
百
円
」
を
「
千
百
円
」
に
改
め
、

同
項
第
二
号
中
「
四
百
五
十
円
」
を
「
五
百
五
十
円
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
号
ア
及
び
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ア

大
人
用

イ

小
児
用

備
考

裏
面
は
、
ア

大
人
用
の
裏
面
に
同
じ
。

第
六
条
第
二
号
ア
の
様
式
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
条
第
三
号
ア
の
様
式
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
八
条
の
見
出
し
中
「
発
売
場
所
」
の
下
に
「
又
は
方
法
」
を
加

え
、
同
条
中
「
定
め
る
場
所
」
の
下
に
「
又
は
方
法
」
を
加
え
、
同

条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

第
六
条
第
一
号
の
都
・
メ
ト
ロ
一
日
乗
車
券

地
下
高
速
電
車
線
の
各
駅
（
押
上
駅
、
目
黒
駅
、
白
金
台
駅
、
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白
金
高
輪
駅
及
び
新
宿
線
新
宿
駅
を
除
く
。
）

第
八
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

第
十
六
条
第
二
項
の
都
・
メ
ト
ロ
一
日
乗
車
券
情
報

東
京
地
下
鉄
株
式
会
社
が
指
定
す
る
方
法

第
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

前
条
第
八
号
に
定
め
る
方
法
に
お
い
て
発
売
す
る
都
・
メ
ト
ロ

一
日
乗
車
券
の
払
戻
し
は
行
わ
な
い
。

第
十
条
中
「
一
箇
月
」
を
「
一
箇
年
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
を
第
二
十
一
条
と
し
、
第
十
五
条
の
次
に
次
の
五
条
を

加
え
る
。

（
二
次
元
コ
ー
ド
乗
車
の
取
扱
い
）

第
十
六
条

二
次
元
コ
ー
ド
乗
車
と
は
、
東
京
都
交
通
局
（
以
下

「
当
局
」
と
い
う
。
）
が
管
理
す
る
サ
ー
バ
上
に
識
別
番
号
が
記

録
さ
れ
た
二
次
元
コ
ー
ド
を
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
の
携
帯
情
報
端

末
等
（
以
下
「
携
帯
情
報
端
末
等
」
と
い
う
。
）
に
表
示
さ
せ
て

行
う
乗
車
を
い
う
。

２

二
次
元
コ
ー
ド
乗
車
に
お
い
て
は
、
二
次
元
コ
ー
ド
及
び
携
帯

情
報
端
末
等
に
表
示
さ
れ
る
乗
車
券
情
報
を
乗
車
券
と
み
な
し
て

取
り
扱
う
。

（
乗
車
券
情
報
の
提
示
）

第
十
七
条

旅
客
は
、
係
員
か
ら
携
帯
情
報
端
末
等
に
表
示
さ
れ
る

乗
車
券
情
報
の
提
示
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
の
場
で
提
示
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

旅
客
は
、
旅
行
開
始
後
に
第
一
項
に
規
定
す
る
乗
車
券
情
報
の

提
示
を
求
め
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
旅
客
の
責
に
帰
す
べ
き

事
由
に
よ
り
携
帯
情
報
端
末
等
に
表
示
さ
れ
る
乗
車
券
情
報
を
提

示
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
既
に
乗
車
し
た
区
間
に
つ
い
て
乗
車

区
間
分
の
運
賃
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
二
次
元
コ
ー
ド
乗
車
の
方
法
及
び
制
限
事
項
）

第
十
八
条

二
次
元
コ
ー
ド
乗
車
を
行
う
と
き
は
、
旅
客
は
旅
客
営

業
規
程
第
六
十
六
条
に
規
定
す
る
改
札
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
二
次
元
コ
ー
ド
乗
車
に
対
応
す
る
改
札
機
等
（
以

下
「
対
応
改
札
機
等
」
と
い
う
。
）
の
故
障
、
停
電
、
シ
ス
テ
ム

障
害
等
に
よ
り
、
乗
降
に
必
要
な
処
理
が
で
き
な
い
と
き
は
、
係

員
の
改
札
を
受
け
て
入
出
場
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

入
場
時
に
使
用
し
た
二
次
元
コ
ー
ド
を
出
場
時
に
使
用
し
な
か

っ
た
場
合
に
、
当
該
二
次
元
コ
ー
ド
で
再
び
入
場
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

（
二
次
元
コ
ー
ド
乗
車
が
無
効
と
な
る
場
合
）

第
十
九
条

二
次
元
コ
ー
ド
乗
車
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合
は
、
こ
れ
を
無
効
と
す
る
。

一

係
員
の
承
諾
な
く
対
応
改
札
機
等
に
よ
る
改
札
を
受
け
ず
に

入
出
場
し
た
と
き
。

二

使
用
資
格
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
、
電
話
番
号
等
を
偽

っ
て
入
手
し
た
二
次
元
コ
ー
ド
を
使
用
し
た
と
き
。

三

偽
造
、
変
造
又
は
不
正
に
作
成
さ
れ
た
二
次
元
コ
ー
ド
を
使

用
し
た
と
き
。

四

旅
客
の
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
、
二
次
元
コ
ー
ド
が

障
害
状
態
に
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

五

旅
客
営
業
規
程
第
六
十
一
条
に
定
め
る
乗
車
券
が
無
効
と
な

る
事
項
に
該
当
す
る
と
き
。

六

こ
の
規
程
に
基
づ
か
な
い
利
用
を
し
た
と
き
。

七

そ
の
他
不
正
に
利
用
し
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

（
免
責
事
項
）

第
二
十
条

二
次
元
コ
ー
ド
乗
車
に
つ
い
て
、
東
京
地
下
鉄
株
式
会

社
及
び
東
京
地
下
鉄
株
式
会
社
が
発
売
に
際
し
て
提
携
す
る
事
業

者
（
以
下
「
提
携
先
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
に
起
因
す
る
旅
客

の
損
害
又
は
提
携
先
事
業
者
等
の
サ
ー
ビ
ス
機
能
に
関
わ
る
旅
客

の
損
害
に
つ
い
て
は
、
当
局
は
そ
の
責
め
を
負
わ
な
い
。

２

携
帯
電
話
網
の
通
信
障
害
等
に
よ
り
、
乗
車
券
の
購
入
、
払
戻

し
等
が
取
り
扱
え
な
い
場
合
に
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
当
局

は
そ
の
責
め
を
負
わ
な
い
。

３

携
帯
情
報
端
末
等
又
は
こ
れ
ら
を
動
作
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
故
障
等
に
よ
り
、
乗
車
券
の
購
入
、
払
戻

し
等
が
取
り
扱
え
な
い
場
合
に
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
当
局

は
そ
の
責
め
を
負
わ
な
い
。

４

携
帯
情
報
端
末
等
を
使
用
す
る
た
め
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
又
は
ア

プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
更
新
等
に
よ
り
、
二
次
元
コ
ー
ド
乗
車
の
サ

ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
生
じ
た
損
害
そ
の
他
の

不
利
益
に
つ
い
て
は
、
当
局
は
そ
の
責
め
を
負
わ
な
い
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
三
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
二
条
第
一
項
第
一
号
ウ
、
第
八
条
第
八
号
、
第
九
条
第
四

項
及
び
第
十
六
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
の
改
正
規
定
は
、
令
和
八

年
三
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
の
施
行
前
に
発
売
し
た
都
・
メ
ト
ロ
一
日
乗
車
券
で
、

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
現
に
効
力
を
有
す
る
も
の
は
、
こ
の
規
程

に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
地
下
高
速
電
車
と
東
京
地
下
鉄
株
式
会

社
線
等
と
の
一
日
乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る
規
程
第
二
条
第
一

号
ア
に
規
定
す
る
有
効
日
に
限
り
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。


